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令 和 ２ 年 

第 ６ 回 
入 間 市 教 育 委 員 会 定 例 会 会 議 録 

開会・閉会日時 
令和２年６月２５日（木） 

午前９時３０分開会・午前１１時０５分閉会 

開 会 場 所  市庁舎 ４階 大会議室 

議 長 西 澤 泰 男 

出席者の氏名及び席次番号 

西 澤 泰 男 （教育長）  河 村 佳 樹 （１番）  髙 山   茂 （２番） 

橋 本 清 美 （３番）   山 本 和 人 （４番） 

委員及び傍聴人を除くほか議場に出席した者の氏名 

教育部長  新 見 輝 明 

教育部次長  片 寄 貴 之 

教育総務課長  村 田 雄 一 

教育部副参事（教職員指導担当）   伊 藤 浩 二 

教育部副参事（子ども未来室担当）  吉 野 正 美 

学校給食課長兼学校給食センター所長  佐 藤 敏 章 

社会教育課長  吉 川 哲 夫 

博物館副館長  石 川 勝 己 

中央公民館長  宮 岡   弘 

欠席した者の氏名 

 教育部参事兼学校教育課長  北 野   晃 

 教育部副参事（学校教育総務担当）  岩 田 孝 弘 

 

 

 

傍聴人の有・無 

 有り（１名） 

書 記 教育総務課 秘書・総務担当 主幹 千葉 茂 
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議 題 及 び 議 事 の 大 要 

 次の日程により審議され、主な議題、議事については次のとおり 

 １ 開会 

 ２ 会議録の署名 

定例会（5/29）の会議録 教育長、４番委員署名 

３ 会議録署名者の決定 

  本日の署名者 教育長、１番委員 

 ４ 教育長報告 

（１）コロナ禍における再開後の小・中学校の状況及び各施設の再開について 

（２）令和３年度版実施計画書（令和３年度から３か年の事業見込み）の提出について 

（３）令和２年６月入間市議会定例会について 

（４）令和２年度第２回西部教育事務所管内市町村教育委員会教育長会議（5/29 日高市） 

について 

 ５ 職務代理者及び委員報告 

 ６ 事業等報告 

（１）主要行事予定について 

（２）令和２年度部目標及び令和元年度部目標の評価について 

（３）令和２年６月市議会定例会一般質問答弁対応書について 

（４）新型コロナウイルス感染症対策について 

（５）教育財産の異動について 

７ 議案 

議案第２８号 入間市教育委員会職員の人事異動について        （原案可決） 

議案第２９号 入間市いじめ問題調査審議会委員の委嘱について     （原案可決） 

議案第３０号 入間市立学校給食センター運営委員会委員の委嘱について （原案可決） 

議案第３１号 令和２年度 教育委員会の事務に関する点検・評価報告書（令和元年度 

対象）について                    （原案可決） 

議案第３２号 入間市指定文化財の指定について            （原案可決） 

８ その他 

  次回の日程  ７月定例会 ７月２８日（火）午後３時００分          

９ 閉会 
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主な 報告及び議事の要 旨 

開         会 

教育長 

 

教育長 

教育長 

 

 

 

教育長 

 

 

ただいまの出席者は５名であります。定足数に達しておりますので、こ

れより教育委員会６月定例会を開会いたします。 

 ただちに本日の会議を開きます。 

ここで教育長より申し上げます。本日の会議に対して、傍聴の申し出 

があり、これを許可いたしましたので、ご了承願います。 

（全員異議なし） 

（傍聴人入場） 

教育長より傍聴人へ申し上げます。本会議からの退場は任意とします。 

なお、退場時に会議資料の持ち出しは出来ませんので、予めご了承くださ

い。 

会 議 録 の 署 名 

教育長 

 

５月定例会の会議録について、何かご意見、ご質問はありますか。 

（全員なし） 

会議録署名者の決定 

教育長 本日、６月定例会の会議録署名者は、教育長と１番委員を指名します。 

教 育 長 報 告 

１ コロナ禍における再開後の小・中学校の状況及び各施設の再開について 

  新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、市立小・中学校を３月２日より臨時休業してお

りましたが、６月１日より再開しました。感染症拡大防止と長期休業後の学校生活への順応を

目的として、分散登校から開始し、段階的に通常日課に移行しました。現在も３つの密を避け、

新しい生活様式の中で学校生活を過ごしています。その他の教育委員会の施設は、図書館が５

月２６日から予約資料の貸し出しを再開し、博物館が６月１３日から常設展示の公開を再開し

ました。７月１日からは、図書館の開館、公民館の施設貸し出し再開等を予定しています。  

２ 令和３年度版実施計画書（令和３年度から３か年の事業見込み）の提出について 

  各課で作成し、査定を受けた後に来年度予算に反映します。主要なものとしては、学校施設

に関して、外壁改修及び屋上防水工事の実施や、校舎や屋内運動場のトイレ改修工事を、社会

教育に関して、博物館で常設展示室の改修工事を行う等の計画があります。 

３ 令和２年６月入間市議会定例会について 

  ６月市議会定例会は６月５日に開会し、６月２６日に閉会する予定です。一般質問では新型

コロナウイルスに関連した質問が多数ありました。詳細は後ほど説明があります。 

４ 令和２年度第２回西部教育事務所管内市町村教育委員会教育長会議（5/29 日高市）について 

５月２９日に第２回西部教育事務所管内市町村教育委員会教育長会議が日高市で行われ、３

点の報告がありました。１点目は、５月１日現在の管内の臨時的任用教職員の人数が１，４６

５名で、その内、育児休業の代替は２９１名とのことです。２点目は、昨年度の管内の教職員

の病気休職者は８２名であり、一昨年度と比較し、増加しているとのことです。３点目は、夏

の人権教育実践報告会が中止となり、全ての内容を来年度に延期したとのことです。 

教育長 

 

何かご意見、ご質問はありますか。 

（全員なし） 
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職務代理者及び委員報告 

教育長 

 

職務代理者及び委員のみなさんから、何かご報告はありますか。 

（全員なし） 

事 業 等 報 告 

教育部次長より 

（１）主要行事予定について 

   主要行事予定について報告 

（２）令和２年度部目標及び令和元年度部目標の評価について 

   令和２年度部目標及び令和元年度部目標の評価について報告 

（３）令和２年６月市議会定例会一般質問答弁対応書について 

   令和２年６月市議会定例会一般質問答弁対応書について報告 

（４）新型コロナウイルス感染症対策について 

   新型コロナウイルス感染症対策について報告 

（５）教育財産の異動について 

    教育財産の異動について報告 

教育長 

髙山委員 

 

教育部長 

 

 

 

 

 

 

 

髙山委員 

 

 

 

 

教育部副参事（教職

員指導担当） 

 

 

髙山委員 

 

 

 

 

教育長 

 

教育長 

河村職務代理者 

 

 

何かご意見、ご質問はありますか。 

新型コロナウイルス感染症対策の補正予算案についてですが、スクー

ル・サポート・スタッフと学習指導員の説明をお願いします。 

まず、スクール・サポート・スタッフですが、業務内容は教員の補助で、

プリントの印刷や健康チェック表の整理、校内の消毒等です。１日に３時

間から４時間程度の勤務で、各校１名を配置する予定です。次に学習指導

員ですが、業務内容は、臨時休業による授業の遅れに対応するための支援

授業や少人数指導で、教員資格が必要となるため、退職した教員や初任者

の期間研修代替を想定しています。こちらは小学校では各２名、中学校で

は各１名を配置する予定です。本件については、６月２６日に議会に上程

し、可決されれば７月中旬頃から配置する計画です。 

学校の臨時休業により生じた授業時数の減少を補うため、長期休業を変

更し、１６日を確保したとのことですが、令和２年度全体を考えると、教

育課程及び学習指導要領を完全に実施できるとは思えません。国から内容

を精選しても良いという指針が示されたと思いますが、市教委として学校

に具体的な指示をしていますか。 

市教委から教育課程の特定の一部分を割愛可能とする指示は行えない

ため、各校の校長に教育指導全体及び時間割の修正、学校行事の見直し、

長期休業の変更による授業日数の増加を総合して、授業時数の不足に対応

していただくよう依頼しています。 

教育課程は、各校で実施するものであると思いますが、３つの密を避け

て授業を行う場合は、学校の規模等により、教室や教員の確保等に違いが

出るため、学校間で差異が出ると思われます。保護者から市教委の統一し

た指示を求められることも考えられますので、今何が大切なのかを熟考

し、学校の支援を行えるようにしてほしいと思います。 

市教委でガイドラインや通知をまとめ、各校に配布しています。年度内

に予定していた学習内容を終了できるよう各校で計画しています。 

他に何かありますか。 

長期休業を変更し、授業日数を１６日確保したとのことですが、その日

数で足りるのでしょうか。また、不足した時間を補うために土曜日に授業

を行う事も必要なのではと以前にもお伝えしたと思いますが、にその点に
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教育部副参事（教職

員指導担当） 

 

 

 

髙山委員 

 

 

教育部副参事（教職

員指導担当） 

教育長 

ついては検討されているのでしょうか。 

１６日を確保したことにより、年間の必要時数の８割から８割５分程度

は確保出来ています。また、土曜日に授業を行う事について検討しました

が、入間市は、土曜日に授業を行うと他の日に休業日を振り替える必要が

あるため、結果的に時間数の増加にならず、土曜日の授業は行わないとい

う結果になりました。 

新型コロナウイルス感染症対策の休業による授業時数の減少等があり

ましたが、今年度の高校受験について、出題範囲の変更等の情報はありま

すか。 

国から県に対して配慮するよう指示があったようですが、県から市へは

今後指示がある見込みです。 

他に何かありますか。 

（全員なし） 

議         案 

教育長 

 

 

教育長 

 

 

議案第２８号から３０号は、人事及び個人の秘密に係る事件であるた

め、会議規則第１７条により非公開としますが、よろしいでしょうか。 

（全員異議なし） 

ただいま、これより議事を非公開とする議決がありましたので、ここで

傍聴人の退場を求めます。 

（傍聴人退場） 

 議案第２８号 入間市教育委員会職員の人事異動について 

（非公開） 

 議案第２９号 入間市いじめ問題調査審議会委員の委嘱について 

（非公開） 

 議案第３０号 入間市立学校給食センター運営委員会委員の委嘱につ

いて                          （非公開） 

教育長 

 

教育長 

 

 

議案第２８号から３０号の審査が終了しましたので、これより会議を公

開します。 

ただいま、非公開とする議事が終了しましたので、ここで傍聴人の入場

を認めます。  

（傍聴人入場） 

 

 

教育長 

教育部長 

 

 

 

教育長 

髙山委員 

 

 

 

河村職務代理者 

 

 

 

 

議案第３１号 令和２年度 教育委員会の事務に関する点検・評価報告

書（令和元年度対象）について 

提案理由の説明をお願いします。 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２６条第１項による令和

２年度 教育委員会の事務に関する点検・評価報告書（令和元年度対象）

を作成し、これを議会に提出するとともに、公表したいので、この案を提

出するものです。 

何かご意見、ご質問はありますか。 

学識経験者の意見は、概ね昨年度より良くなっているという評価でし

た。その評価の中に「可視化」や「数値目標」という文言が複数回出てい

ますが、知識や技能は比較的数値化しやすく、内面に関するものは数値化

が困難であると思われます。 

ＩＣＴやＧＩＧＡスクール構想に関しては、教育委員会事務局と他の関

係部署と連携する必要があると思われます。しかしながら、教育委員会の

方針は崩さないように進めてほしいと思います。また、生涯学習フェステ

ィバルについて、開催することが事業目標となっています。新型コロナウ

イルス感染症対策のため、事業の開催方法を検討しなければならない状況
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社会教育課長 

 

 

教育長 

 

教育長 

でもあり、新しい開催方法の検討も必要だと思います。 

生涯学習フェスティバルは、入間市生涯学習をすすめる市民の会と協働

で実施しています。新しい視点に立ち、より良い方法で開催したいと思い

ます。 

他に何かありますか。 

（全員異議なし） 

議案第３１号 原案どおり可決します。 

 

教育長 

教育部長 

 

教育長 

 

教育長 

議案第３２号 入間市指定文化財の指定について 

提案理由の説明をお願いします。 

入間市文化財保護条例第５条の規定により、石川組製糸関係資料を指定

文化財に指定したいので、この案を提出するものです。 

何かご意見、ご質問はありますか。 

（全員異議なし） 

議案第３２号 原案どおり可決します。 

そ   の   他 

教育長 

髙山委員 

 

教育長 

 

 

 

橋本委員 

 

 

 

 

 

 

山本委員 

河村職務代理者 

 

教育長 

教育部長 

 

教育長 

 

教育長 

その他で何かありますか。 

新聞やテレビで学校内への携帯電話の持ち込みを認める国の指針が報

道されています。市教委としてはどの様な対応を行っていますか。 

正式な通知はまだ受けておりません。高校では通学区域が広域になるた

め、安全確保の観点から携帯電話を所持する必要があるかもしれません

が、小・中学校では持ち込まなければ安全が図れないということはないと

思います。 

携帯電話等はアプリが次々と開発され、リリースされます。そして、子

ども達は、それに素早く対応して使いこなします。携帯電話の使用に関し

ては、全てに反対するものではなく、臨時休業中にプリントに掲載された

ＱＲコードを使用し、動画を視聴することができたので、有益であったと

の意見も聞いています。新型コロナウイルス感染症の第２波も懸念され、

今後必要な道具になると思いますので、学校内への持ち込みを認める場合

はガイドラインを策定し、教職員への講習を行う必要があると思います。 

小さい頃から適切な利用方法を学ぶことも大切だと思います。 

使用方法については、事前に検討すべき点が多々ある為、現在は時期尚

早であると考えます。 

他に何かありますか。 

７月の教育委員会定例会を７月２８日（火）午後３時００分から予定し

ています。 

他に何かありますか。 

（全員なし） 

７月の教育委員会への出席について、ご配慮をお願いします。 

閉       会 

教育長 以上をもちまして、教育委員会６月定例会を閉会します。 

 

 


